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こどもの権利条例いっしょに作ってみない会？発表会について 

 

１．目的 

こどもの権利に係る普及啓発や機運醸成、条例素案及び「こどもの権利条例いっしょに作ってみな

い会？」等の各取組の成果報告などを目的とした発表会を開催する。 

 

２．開催概要 

開催日時 ： 令和７年 12月 14日（日）10:00～12:00 

場   所 ： Topic交流スペース 

参加対象 ： 市内在住・在学のこども、市民、学校関係者、こどもに関する団体等 目標１００名程度 

（内訳としてこども：50人、大人：５０人を想定） 

 

３．プログラム 

下記のプログラムは「こどもの権利条例いっしょに作ってみない会？」に参加したこどもたちから

提案された内容をもとに作成。発表をはじめ受付や司会等の運営に関しても大人のサポートのもと、

いっしょに作ってみない会のこどもたちが主役になって進行する。 

項目 備考 

オープニングムービー 活動の様子の写真・動画をスクリーンに流す 

開会あいさつ 𠮷村市長からのあいさつ 

委員長あいさつ 岡島委員長からのごあいさつ 

こどもの権利条例ができるまでの道のり こども政策課から、２年間の制定過程の取組を説明 

こどもの権利クイズ こどもたちが、会場参加型のクイズを実施 

いっしょに作ってみない会ではこんなこと

をしたよ！  
こどもたちが、いっしょに作ってみない会各回の活動報告 

休憩 休憩の間に会場配置変更 

こどもアナウンサーが条例の前文を発表！ 
ニュースキャスター風の進行で、こどもたちが前文の内容を発表 

（パネルディスカッション） 

お知らせ こども政策課から、パブコメの宣伝等を行う 

閉会あいさつ こども未来部長からのあいさつ 

                  

４．周知 

約 1か月間の周知期間を設ける（参加に関して申し込み不要） 

・市ウェブサイトへ掲載（１１月中旬） 

・チラシ配布、ポスター掲示（１１月中旬）  ※学校等でこどもに配布、公共施設への設置 

・12月号広報誌掲載（１１月下旬配布開始） 

・「こどもの権利条例いっしょに作ってみない会？」の参加者による招待状作成、個別配布 

・市公式 LINE、子育てアプリ TonTonのプッシュ通知（１２月初旬） 

 

５．その他 

１１月３０日（日）に開催予定の第 5回目「こどもの権利条例いっしょに作ってみない会？」において、

発表会の役割や進行についてこどもたちと最終調整を行う。 
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